
１
．
特
区

W
G
ヒア
リン
グ
等
で
の
これ
ま
で
の
経
緯
（
時
系
列
）

1

つ
くば
市
の
規
制
改
革
提
案
に
係
る
国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
議
論

W
G ①

11
/2

1
12

/1
3

諮
問

会
議

12
/2

2
R4

4/
12

（ 模 擬 住 民 投 票 実 施 ）

（ 有 識 者 会 議 の 設 置 ）

・ 政 令 閣 議 決 定 （ つ く ば 市 区 域 指 定 ）

W
G ②

・ 総 務 省 に 対 し 質 問 書 発 出

11
/2

2
11

/3
0

・ 第 １ 回 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

・ 総 務 省 か ら 回 答 書 収 受

・ 第 ２ 回 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

・ 更 な る 規 制 改 革 事 項 の 決 定

資
料
１



新
た
な
規
制
・
制
度
改
革
の
提
案

１
．
つ
く
ば
モ
デ
ル
案

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
用
い
た

厳
格
な
個
人
認
証

や
り
直
し
投
票
と
投
票
の
秘
密

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
及
び
シ
ス
テ

ム
ダ
ウ
ン
対
策

投
票
内
容
の
検
証

そ
の
他

ハ
ッ
シ
ュ
化

匿
名

ID
か
ら
個
人
の
特
定
は
不
可
能

認
証
情
報

投
票
用

匿
名

ID

サ
ー
バ
の
分
散
管
理
等

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
よ
る
改
ざ
ん
検
知
等

投
票
内
容
は
管
理
者
で
も
分
か
ら
な
い

管
理
者
は

結
果
だ
け

分
か
る
。

秘
密
鍵

改
ざ
ん

検
知

買
収
・
強
要
の
防
止

（
罰
則
規
定
強
化
等
）

郵
便
投
票

障
害
者
手
帳
等
の
原
本
提
示
が
必
要

名
簿
登
録
地
外
窓
口
で
投
票

名
簿
登
録
地
へ
直
接
ま
た
は
郵
送
請
求

指
定
病
院
投
票

病
院
長
等
を
通
じ
て
請
求

②
対
象
者

障
害
者
等

不 在 者 投 票 対 象 者

行
き
た
く
て
も
行
け
な
い

行
き
た
い
け
ど
行
く
の
が
困
難

代
理
投
票
、
点
字
投
票
の
心
理
的
負
担
等

①
対
象
と
な
る
選
挙

つ
く
ば
市
長
・
市
議
会
議
員
選
挙

※
つ
くば
市
は

2
0
2
4
年
か
ら
の
導
入
を
要
望

※
つ
くば
市
に
お
い
て
、
市
議
会
議
員
参
加
の
勉
強
会
を
開
催
（

1
0
/2

6
、
1
1
/1

4
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド

生
体
認
証

事
前
申
請

（
専
用
コ
ー
ド
）障
害
者
等
、
投
票
所
へ

移
動
が
困
難
な
人

③
具
体
的
な
対
応

※
総
務
省
で
検
討
さ
れ
て
い
る
在
外
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
方
法
等
も
参
考
に
今
後
、
適
宜
調
整

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
は
事
前
申
請
制
と
し
期
日
前
期
間
に
限
る

2
2
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新
た
な
規
制
・
制
度
改
革
の
提
案

3

１
．
つ
く
ば
モ
デ
ル
案

参
考
：
対
象
範
囲

満
1
8
歳
以
上
の
日
本
国
民
で
、
引

き
続
き

3
カ
月
以
上
つ
くば
市
に
住
民

票
の
あ
る
方

※
つ
くば
市
長
・市

議
会
選
挙
の
場
合

障
害
者

入
院
患
者
等

子
育
て
・
仕
事

若
者
（
学
生
）

健
常
者

（
投
票
が
面
倒
）

行
き
た
くて
も

い
け
な
い

な
か
な
か
時
間

が
と
れ
な
い

手
軽
な
ら

行
くか
も
…

１
票
で
は
何
も

変
わ
ら
な
い

（
政
治
に
無
関
心
）

不
在
者
投
票

（
郵
便
投
票
）

障
害
者
手
帳
等
の
原
本
提
示
が
必
要

不
在
者
投
票

（
名
簿
登
録
地
外
窓
口
で
投
票
）

名
簿
登
録
地
へ
直
接
ま
た
は
郵
送
請
求

※
自
治
体
判
断
で
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
可

名
簿
登
録
地
外

に
滞
在

期
日
前
投
票

健
常
者

（
投
票
し
て
も
無
意
味
）

健
常
者

（
絶
対
投
票
し
な
い
）

不
在
者
投
票

（
指
定
病
院
投
票
）

病
院
長
等
を
通
じ
て
請
求

立
会
人

な
し

立
会
人

あ
り

個
人
意
思

当
日
投
票

現
行
制
度

代
理
投
票

（
字
が
書
け

な
い
人
）

補
助
者
２
名

（
用
紙
記
入
者
と

確
認
者
）

点
字
投
票

（
目
が
不
自

由
な
人
）

点
字
投
票
用

紙
で
投
票

（
点
字
器
で
点
字

で
の
投
票
可
）

障
害
者
等

行
き
た
い
け
ど

行
くの
が
困
難

高
齢
者

事 前 申 請 必 要

投
票
管
理
者
に
申
請

身
体
に
重
度
の
障
害
の
あ
る

方
や
要
介
護
５
の
方

指
定
病
院
等
に
入
院
（
入

所
）
中

※
移
動
困
難
等
、
１
～
６
号
自
由
該
当
者

仕
事
や
旅
行
等
で
、
選
挙

期
間
中
、
つ
くば
市
外
に
滞

在
し
て
い
る
方

高 優 先 度 低

移
動
が
困
難
（
そ
の
他
、

様
々
な
理
由
で
投
票
が
困

難
）

行
くの
が
大
変

主
な
対
象
者

対
象
要
件

主
な
理
由

3



模
擬
住
民
投
票
の
実
施
結
果

１
．
実
施
概
要
と
投
票
結
果
等
に
つ
い
て

4

①
実
施
概
要

実
施
期
間
：
2
0
2
2
年
1
1
月
8
日
(火
)午

前
８
時
半
か
ら
1
1
月
1
4
日
(月
)午

後
８
時
ま
で

※
期
間
中
2
4
時
間
投
票
可
能

対
象
地
域
：
筑
波
大
学
周
辺
・
つ
く
ば
駅
周
辺
・
小
田
地
区
・
宝
陽
台
地
区

投
票
資
格
：
対
象
地
域
に
住
民
登
録
の
あ
る
、
1
6
歳
以
上
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
有
す
る
方
（
１
万
４
千
人
）

投
票
方
法
：
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票

②
投
票
結
果

投
票
数
：
1
,5
0
6
票

投
票
率
：
1
0
.7
5
％
（
1
,5
0
6
／
1
4
,0
0
0
）

・
使
用
さ
れ
た
投
票
人
登
録
用
コ
ー
ド
の
数
：
2
,3
1
2
件

・
使
用
さ
れ
た
投
票
用
コ
ー
ド
の
数
：
3
,0
8
1
件

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
認
証
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
表
示
回
数
：
3
,8
1
2
回
（
P
IN
間
違
い
等
の
エ
ラ
ー
含
む
、
都
度
加
算
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
署
名
用
電
子
証
明
書
の
認
証
完
了
数
：
2
,3
2
4
件
（
失
効
確
認
の
成
功
・
失
敗
含
む
）

・
投
票
サ
ポ
ー
ト
窓
口
の
来
場
者
数
：
1
4
1
人
（
市
役
所
本
庁
舎
4
6
人
・
茎
崎
セ
ン
タ
ー
7
5
人
・
筑
波
セ
ン
タ
ー
2
0
人
）

※
期
間
中
、
シ
ス
テ
ム
は
ト
ラ
ブ
ル
な
く稼

働
し
、
ダ
ウ
ン
タ
イ
ム
は

0
、
ア
ク
セ
ス
集
中
等
に
よ
る
遅
延
の
発
生
も
無
く、
不
正
ア
ク
セ
ス
に
よ
る
侵
入
や
改
ざ
ん
も
検
知
さ
れ
な
か
っ
た
。

※
期
間
を
通
じ
て
正
し
く投

票
を
受
け
付
け
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
有
識
者
委
員
立
ち
会
い
の
も
と
、
正
確
に
開
票
集
計
し
た
。
不
正
な
投
票
デ
ー
タ
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

③
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

回
答
数
：
1
,4
0
2
件

・「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
を
行
っ
て
み
て
、
ど
の
よ
う
な
感
想
を
持
っ
た
か
」の
問
い
に
は
、
「
簡
単
に
投
票
で
き
た
」「
厳
重
に
認
証
し
て
い
て
安
心
で
き
た
」
が

8
5
4
件
（

6
0
.9

1
%
）
。

・「
今
後
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
投
票
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
ど
の
よ
う
に
投
票
し
た
い
か
」と
の
問
い
に
は
、
1
,2

0
0
件
（

8
5
.5

9
%
）
が
「イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
投
票
す
る
」
と
回
答
。 ※
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
よ
り
一
部
抜
粋

4



模
擬
住
民
投
票
の
実
施
結
果

5

２
．
検
証
結
果
に
つ
い
て

検
証
項
目

実
施
方
法

検
証
結
果

厳
正
な
本
人
確
認
・

個
人
認
証

投
票
人
登
録
用
コ
ー
ド
と
投
票
用
コ
ー
ド
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
署
名
用
電
子

証
明
書
パ
ス
ワ
ー
ド
に
よ
り
実
施
。

認
証
が
正
し
く処

理
さ
れ
、
問
題
な
く本

人
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ

ラ
ー
除
く）

、
投
票
の
権
利
を
有
す
る
者
以
外
の
投
票
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

投
票
の
秘
密
の
担
保

投
票
シ
ス
テ
ム
へ
の
不
正
な
ア
ク
セ
ス
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
シ
ス
テ
ム
担
当
者
で
あ
っ
て

も
投
票
の
内
容
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
仕
様
と
し
た
。

公
開
鍵
暗
号
方
式
に
て
投
票
デ
ー
タ
を
暗
号
化
し
、
匿
名
化
さ
れ
た

ID
と
暗
号

化
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
よ
り
管
理
す
る
こ
と
で
、
シ
ス
テ
ム
担
当
者
も
投
票
内
容
を
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
管
理
画
面
上
で
確
認
で
き
た
。

買
収
・
強
要
の
防
止

自
由
意
思
に
よ
る
投
票
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
ペ
ー
ジ
を
表
示
す
る
と
と
も
に
、
投

票
の
や
り
直
し
を
可
能
と
す
る
こ
と
で
防
止
策
と
し
た
。

自
由
意
思
に
よ
る
投
票
で
あ
る
こ
と
の
確
認
は
投
票
人

D
B
に
記
録
さ
れ
、
任
意
の

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
と
し
て

8
名
以
上
が
投
票
先
を
変
更
し
た
と
回
答
し
た
。

障
害
・
負
荷
対
策
の

実
施

ア
ク
セ
ス
制
御
や
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
、
シ
ス
テ
ム
監
視
に
よ
り
、
不
正
ア
ク
セ
ス
や
負

荷
対
策
を
実
施
、
サ
ー
バ
を
分
散
管
理
す
る
こ
と
で
障
害
対
策
と
し
た
。

シ
ス
テ
ム
の
監
視
状
況
や
管
理
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
正
な
ア
ク
セ
ス
を

防
ぎ
、
サ
ー
バ
の
負
荷
分
散
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
電
源
の
異
な
る
複
数
の
拠
点

に
お
い
て
分
散
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

公
正
性
の
担
保

シ
ス
テ
ム
担
当
者
で
あ
っ
て
も
投
票
デ
ー
タ
の
改
ざ
ん
が
で
き
ず
、
開
票
・集

計
作
業

は
管
理
者
だ
け
が
実
行
で
き
る
仕
様
と
し
、
投
票
履
歴
を
残
し
事
後
検
証
可
能
と

し
た
。

管
理
者
に
よ
る
開
票
・集

計
よ
り
も
前
に
投
票
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、

全
て
の
投
票
履
歴
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
管
理
画
面
上
で
確
認
で
き
た
。

投
票
機
会
の
平
等

主
要
ブ
ラ
ウ
ザ
の
最
新
版
に
対
応
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の
投
票
を
受
け
付
け
る

と
と
も
に
、
対
応
ス
マ
ホ
を
持
っ
て
い
な
い
人
向
け
に
窓
口
を
設
置
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の
投
票
を
正
し
く
受
け
付
け
る
と
と
も
に
、
ス
マ
ホ
の

無
い
人
や
操
作
に
不
安
な
人
は
投
票
サ
ポ
ー
ト
窓
口
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

④
検
証
結
果
を
受
け
て
、
主
に
改
善
す
べ
き
点

・
事
前
の
周
知
徹
底
が
必
要
（
事
業
参
加
へ
の
不
安
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
電
子
証
明
書
の
機
能
、
本
人
確
認
用
ア
プ
リ
「
つ
く
ス
マ
」
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
等
）
。

・
ブ
ラ
ウ
ザ
と
ア
プ
リ
間
の
遷
移
に
よ
る
離
脱
者
が
多
く
見
ら
れ
た
た
め
、
投
票
シ
ス
テ
ム
は
ア
プ
リ
内
で
の
完
結
を
目
指
す
な
ど
シ
ン
プ
ル
な
構
成
と
す
る
。

・
投
票
サ
ポ
ー
ト
窓
口
で
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
操
作
説
明
に
多
く
の
時
間
を
要
し
た
。
優
れ
た
U
I・
U
X
、
充
実
し
た
Q
A
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
サ
ポ
ー
ト
体
制
が
必
要
。
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令和４年１１月３０日 

 

内閣府地方創生推進事務局 御中 

総務省自治行政局選挙部選挙課 

 

令和４年１１月２２日付けで貴事務局から依頼があった件について、次のとおり回答します。 

 

①  今回、つくば市から示された具体的な提案内容について、以下の項目ごとに、公職選挙法

（立会人、管理者制度等）による保護法益に照らして、具体的にどこが問題なのか、どうす

れば技術的課題を解決し実施できるか、総務省の見解とそれを踏まえた対応方針 

・ マイナンバーカードを用いた厳格な個人認証（つくば市資料ｐ８） 

・ やり直し投票と投票の秘密（同ｐ９～１１） 

・ セキュリティ対策及びシステムダウン対策（同ｐ１６～１７） 

・ 投票内容の検証（同ｐ１０～１１） 

 

②  ①に関連して、内閣府の委託事業として実施している有識者検討委員会に参加して、具体

的な意見を述べることの可否 

 

○ 模擬住民投票の実施にあたってのインターネット投票の個々の仕組みについては、技術的な

検証を行うために、選挙制度にも知見のある有識者の参画を得て内閣府が設置した有識者検討

会において議論、評価されるべきものと考えており、つくば市が独自に行った住民投票の内容

等について、意見を申し上げることはない。 

 

○ その上で、あえて申し上げるならば、投票のやり直しについて、現行の投票制度において認

められていない中、インターネット投票のみやり直しを認めることは、投票機会の平等の確保

の観点から課題があるものと考えている。 

また、強要による投票を防止する観点からの提案と考えられるが、選挙情勢等によっては、

一旦自らの意思で投票した者が、第三者の干渉を受け投票先の変更を強要されるような事態も

考えられ、不正を惹起するおそれもあるのではないか。 

さらに、今回御提案のインターネット投票の対象者は郵便等投票対象者など投票所に行きた

くても行けないような者を想定しているようであるが、当該者は選挙の当日に投票所に行くこ

とができないと考えられることから、投票を上書きすることができず、制度として機能しない

のではないか。 

 

○ なお、公職の選挙へのインターネット投票の導入にあたっては、投票管理者・立会人が不在

の中で行われる仕組みであるため、本人確認の確実な実施、投票の秘密の確保、システムのセ

キュリティ対策などの選挙の公正確保の観点から解決すべき重要な課題があり、在外選挙イン

ターネット投票の導入にあたっては、最新の技術等を踏まえて検討すべきものと考えている。 



 

 

③  郵便等投票、現行制度上立会人不在での投票が認められている投票方式について総務省が

認識している課題（本人確認、第三者による干渉、郵送に係る負担 等） 

 

④  ③の課題を克服する観点から、郵便投票等の対象者に限定してインターネット投票を認め

ることの可否、困難な場合はその理由 

 

○ 郵便等投票は管理者・立会人が不在の投票であるため、なりすましや投票干渉の防止など選

挙の公正確保の観点から、 

・ 選挙人はあらかじめ選管から郵便等投票証明書の交付を受けて、投票用紙等の請求時に提

示する必要があること 

・ 投票用紙等の請求は、選挙人が署名をした文書によって行うこと 

・ 投票用封筒の二重化により投票の秘密を確保し、外封筒には選挙人が署名すること  

・ 投票干渉罪の規定を設けている 

などの措置が講じられており、対象者を重度障害者等に限定する形で制度化されている。 

 

○ このように、選挙の公正確保と投票機会の確保との調和の観点から、各党各会派における御

議論を経て、郵便等投票の対象や制度が構築されてきたものである。 

 

○ また、国内の郵便等投票については、郵送に要する時間や費用、郵便事情等の課題により投

票が事実上困難となっているような状況になく、国内郵便等投票の対象者の投票機会は適切に

確保されているものと考えている。 

 

○ いずれにしても、投票機会の確保と選挙の公正確保の調和の観点から国会において議論が重

ねられ、制度化された国内の郵便等投票制度の経緯を踏まえると、国内郵便等投票の対象者に

インターネット投票を導入することも、新たな投票制度を導入するものであり、選挙制度の根

幹に関わるものであることから、各党各会派における御議論が不可欠と考える。 

 

⑤  地方議会での合意等を得た自治体において、当該自治体の地方選挙に限定して、インター

ネット投票を認めることの可否、困難な場合はその理由 

 

⑥  ⑤について、さらに、郵便投票等対象者に限定して、インターネット投票を認めることの

可否、困難な場合はその理由 

 

○ つくば市提案のインターネット投票については、現行制度上、重度の障害者等を対象とした

郵便等投票など、極めて限定的にしか認められていない管理者・立会人不在の投票を国内の選

挙において認めるものであるが、選挙の公正確保の観点から課題があり、選挙制度の根幹に関

わる問題であるため、各党各会派における御議論が不可欠であり、特区として実験的に行うべ

きものではないと考えている。 



 

 

 

○ 特区に限ってインターネット投票を認めることとすれば、管理者・立会人が不在の投票が

認められるかどうかについて自治体間で差異が生じることとなる。管理者・立会人の下での

投票は選挙制度の基本的事項であることから、こうした差異を許容し得るかどうかについて

各党各会派において十分に御議論をいただく必要があると考えている。 

 

○ 条例による記号式投票や電子投票の制度があるが、これらは単に投票所における投票にど

のような方式を採用するかというものであり、管理者・立会人が不在の投票を自治体の判断

に委ねるものとは異なる。 

 

○ なお、地方議会の合意については、どのような説明がなされ、どのような点に合意が得ら

れたのか承知しておらず、コメントをする立場にない。 

 

⑦  ⑤⑥に関連して、国政レベルでの合意形成が必要と考えられる場合、抽象論ではなく、国

政レベルの各党各会派との合意形成に向けた具体的な総務省としての対応方針 

 

○ 民主主義の根幹である選挙制度については、これまでも各党各会派における御議論の積み重

ねにより制度化されてきたところであり、新たな投票制度の導入という選挙制度の根幹に関わ

る事柄については、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。 

 

⑧ その他、つくば市提案の「投票に行きたくてもいけない」又は「行きたいけど行くのが困難」

な方の投票環境向上の観点から、ハード面、ソフト面で考えられる方策 

 

○ 現行制度において、郵便等投票、指定施設や滞在地での不在者投票などがあるほか、自治体

によっては、投票環境向上の観点から、投票所までの移動支援や移動期日前投票所の設置の取

組、共通投票所の設置、マイナポータルを活用した不在者投票用紙の請求などの取組が行われ

ているものと承知している。 

 

○ 総務省では、これらの取組についてまとめた事例集を作成し、横展開を図ってきたところで

あり、引き続きそのような先進的な取組を推進していくこととしている。 



1 

国家戦略特区において取り組む規制改革事項等について（案） 

１．次期通常国会に提出する法案に盛り込むべき事項 

（略） 

２．更なる規制改革事項 

（ⅰ）スーパーシティ・デジタル田園健康特区に関連する規制改革事項 

（公職選挙におけるインターネット投票や障害者等が投票しやすい環境整

備） 

・公職選挙におけるインターネット投票について、各党各会派の議論に資す

るよう、2022年度中に内閣府における調査事業の検証結果を取りまとめる

とともに、その成果を踏まえ、2023年度速やかに、技術上、運用上の具体

的な課題の解決に向けた検討を行う。

・あわせて、移動が困難な障害者等が投票しやすい環境を整備するため、つ

くば市の提案を踏まえた実証実験を行い、MaaS等の移動支援やデジタルの

一層の活用も含めた取組について検討し、2023年度早期に結論を得る。

（ⅱ）その他の規制改革事項 

（略） 

３．国家戦略特区における規制の特例措置の全国展開 

（略） 

４．新たに措置された規制改革事項 

（略） 
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1

１
実
施
概
要

○
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
持
つ
人
の
協
力
を
得
て
、
障
害
者
の
投
票
環
境
に
関
す
る
意
見
交
換
の
場
を
設
け
、
諸
課
題
を
整
理
す
る
。

○
模
擬
住
民
投
票
で
使
用
し
た
投
票
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
、
視
覚
障
害
者
の
投
票
に
お
け
る
課
題
を
整
理
す
る
。

・
日

程
：
令
和
５
年
２
月

1
4
日
（
火
）

1
5
:0

0
～

1
6
:3

0
（

1
4
:0

0
準
備

-1
7
:0

0
撤
収
）

※
予
備
日
は

1
6
日
午
前

・
場

所
：
筑
波
技
術
大
学

春
日
キ
ャ
ン
パ
ス
（
つ
く
ば
市
春
日

4
-1

2
-7
）

・
対

象
：
筑
波
技
術
大
学
の
学
生
及
び
教
員
、
筑
波
大
学
の
学
生
、
ほ
か
事
業
関
係
者
あ
わ
せ
て

2
0
-3

0
名
程
度

・
内

容
：
学
内
の
教
室
を
借
用
し
、
意
見
交
換
会
と
投
票
体
験
を
行
う
。

①
障
害
者
の
投
票
環
境
に
関
す
る
意
見
交
換
会
・ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
（

6
0
分
）

②
視
覚
障
害
者
に
よ
る
投
票
体
験
（

3
0
分
）

※
基
本
的
に
は
各
人
の
端
末
を
使
用
、
事
務
局
で
も
予
備
端
末
は
用
意
す
る
。

２
実
施
体
制

・
主

体
：
内
閣
府
、
つ
く
ば
市

・
協

力
：
筑
波
技
術
大
学
（
学
生
・教

員
の
参
加
と
会
場
提
供
）
、
筑
波
大
学
（
事
務
局
へ
の
学
生
バ
イ
ト
参
加
）

凸
版
印
刷
（
認
証
シ
ス
テ
ム
）
、
日
本
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
（
企
画
開
発
の
助
言
）
、

ヘ
ッ
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
（
企
画
開
発
の
調
査
）
、
ミ
ツ
エ
ー
リ
ン
ク
ス
（
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
ク
）

・
事
務
局
：
Ｖ
Ｏ
Ｔ
Ｅ

Ｆ
Ｏ
Ｒ
（
企
画
・
運
営
・開

発
・
設
計
）

資
料
２
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３
当
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
・
詳
細

1
4
:0

0
設
営
開
始

1
4
:4

5
受
付
開
始

1
5
:0

0
開
会

1
5
:0

1
筑
波
技
術
大
学
坂
尻
先
生
ご
挨
拶

1
5
:0

3
事
務
局
か
ら
趣
旨
説
明

1
5
:0

5
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
シ
ス
テ
ム
体
験

・
投
票
の
様
子
は
公
開
（
実
際
の
投
票
の
様
子
を
知
る
た
め
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
パ
ス
ワ
ー
ド
は
秘
匿
す
る
）

・
投
票
中
に
不
明
点
が
あ
れ
ば
ス
タ
ッ
フ
が
サ
ポ
ー
ト
す
る

・
投
票
完
了
者
は
ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答

1
5
:3

0
障
害
者
の
投
票
環
境
に
関
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

・
2
乃
至

3
チ
ー
ム
に
分
か
れ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う
。
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
は

V
O

T
E
 F

O
R
よ
り
。
関
係
者
に
も
同
席
い
た
だ
く
。

・
テ
ー
マ

:従
来
の
選
挙
に
お
け
る
参
加
状
況

/従
来
の
選
挙
と
投
票
の
課
題

/ネ
ッ
ト
投
票
導
入
に
つ
い
て
賛
否
と
課
題

1
6
:1

0
各
チ
ー
ム
の
総
括

1
6
:2

0
有
識
者
会
議
委
員
、
筑
波
大
学
鈴
木
先
生
か
ら
コ
メ
ン
ト

1
6
:3

0
閉
会

1
7
:0

0
撤
収
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３
当
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
・
詳
細

○
参
加
者

・
有
識
者
会
議
委
員

・
筑
波
技
術
大
学
学
生
（
内
投
票
者
〇
名
）

・
筑
波
大
学
学
生
（
内
投
票
者
〇
名
）

・
内
閣
府

・
つ
く
ば
市

・
事
業
者

・
事
務
局

○
運
営
ス
タ
ッ
フ

・
受
付
、
案
内

３
名

・
投
票
サ
ポ
ー
ト

２
名

・
動
画
撮
影
（
資
料
用
）

１
名

・
写
真
撮
影
（
資
料
用
）

１
名

・
シ
ス
テ
ム
管
理
（
開
発
者
と
の
連
携
）

１
名
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4

３
当
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
・
詳
細

○
投
票
案
内
ペ
ー
ジ
・
投
票
人
登
録
用
コ
ー
ド
の
案
内
方
法
案
→
坂
尻
委
員
の
助
言
を
受
け
、
②
で
実
施
す
る
方
針

①
点
字
で
印
刷
し
た
カ
ー
ド
配
布

（
画
像
は

h
tt

p
s:

//
u
h
y
o
.g

it
h
u
b
.i
o
/t

e
n
ji
-w

e
b
/で
点
字
に
変
換
）

利
点
：
受
け
取
っ
た
投
票
人
と
コ
ー
ド
が
紐
づ
か
な
い

欠
点
：
点
字
へ
の
変
換
と
点
字
の
打
ち
込
み
に
専
門
知
識
を
要
す
る

②
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
取
得
し
、
メ
ー
ル
に
て
共
有

利
点
：
投
票
人
登
録
用
コ
ー
ド
の
送
信
や
入
力
の
手
間
が
少
な
い

欠
点
：
投
票
人
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
と
投
票
人
登
録
用
コ
ー
ド
が
結
び
つ
く

あ
な
た
の
投
票
人
登
録
用
コ
ー
ド

⠁
⠅
⠕
⠎
⠀
⠞
⠒
⠈
⠮
⠒
⠇
⠴
⠀
⠞
⠒
⠚
⠩
⠜
⠒
⠀
⠪
⠒
⠐
⠞
⠀

1
1
1
1
-1

1
1
1
-1

1
1
1
-1

1
1
1

⠀
⠼
⠁
⠁
⠁
⠁

-⠁
⠁
⠁
⠁

-⠁
⠁
⠁
⠁

-⠁
⠁
⠁
⠁

投
票
案
内
ペ
ー
ジ
は
右
の

Q
R
コ
ー
ド
が
ら

読
み
取
れ
ま
す

⠞
⠒
⠈
⠮
⠒
⠁
⠴
⠅
⠃
⠠
⠯
⠒
⠐
⠳
⠥
⠀

⠷
⠐
⠣
⠎
⠀
⠰
⠠
⠟
⠠
⠗
⠤
⠪
⠒
⠐
⠞
⠡
⠑
⠀

⠜
⠷
⠞
⠛
⠵
⠹

点
字
で
印
刷
し
た
カ
ー
ド
イ
メ
ー
ジ

件
名
：
模
擬
住
民
投
票
「投

票
人
登
録
用
コ
ー
ド
」の

ご
案
内

本
文
：
投
票
人
登
録
用
コ
ー
ド
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

投
票
人
登
録
用
コ
ー
ド
：

1
1
1
1
-1

1
1
1
-1

1
1
1
-1

1
1
1

投
票
案
内
ペ
ー
ジ
は
以
下
の
リ
ン
ク
よ
り
お
進
み
くだ
さ
い
。

h
tt

p
s
:/

/t
s
u
k
u
b
a
.o

n
lin

e
v
o
ti
n
g
.j
p
/

メ
ー
ル
文
イ
メ
ー
ジ

https://uhyo.github.io/tenji-web/
https://tsukuba.onlinevoting.jp/
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5

３
当
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
・
詳
細

○
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
テ
ー
マ

①
従
来
の
選
挙
に
お
け
る
参
加
状
況
（
選
挙
に
参
加
し
た
か

/選
挙
情
報
の
入
手
方
法

/投
票
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
方
法
等
）

②
従
来
の
選
挙
と
投
票
の
課
題
（
投
票
前
・
投
票
時
に
不
便
な
こ
と
/改

善
す
べ
き
点
等
）

③
ネ
ッ
ト
投
票
導
入
に
つ
い
て
賛
否
と
課
題
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
イ
メ
ー
ジ

/期
待
す
る
こ
と
等
）

④
今
回
の
投
票
シ
ス
テ
ム
の
感
想
と
課
題
（
シ
ス
テ
ム
操
作
の
不
明
点

/利
用
し
た
機
能
等
）

○
投
票
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

・
投
票
完
了
で
き
た
か

・
操
作
に
不
明
点
が
あ
っ
た
か

・
投
票
完
了
に
か
か
っ
た
時
間

・
投
票
の
秘
密
が
守
ら
れ
て
い
た
と
思
う
か

・
表
示
内
容
が
理
解
で
き
た
か

等
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３
当
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
・
詳
細

○
会
場
設
営
に
つ
い
て

・
中
央
を
あ
け
、
通
路
は
広
く設

け
る
。

・
投
票
体
験
の
際
は
テ
ー
ブ
ル
を
動
か
さ
ず
（
写
真
参
考
）
１
テ
ー
ブ
ル
を
１
名
で
利
用
す
る
。

・
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
の
際
は
テ
ー
ブ
ル
を
動
か
さ
ず
グ
ル
ー
プ
毎
に
向
き
合
う
（
右
図
参
照
）
。

・
人
数
が
増
え
た
場
合
は
テ
ー
ブ
ル
を
ロ
の
字
に
移
動
し
て
行
う
。

○
実
際
の
会
場
の
写
真
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害
者
の
投
票
環
境
に
関
す
る
追
加
検
証

7

４
追
加
検
証
前
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

令
和
４
年

1
2
月
下
旬

追
加
検
証
の
方
針
を
決
定
し
、
検
証
項
目
に
関
し
て
有
識
者
会
議
に
報
告

実
施
に
向
け
、
筑
波
技
術
大
学
は
じ
め
関
係
各
所
に
連
絡

令
和
５
年
１
月
中

障
害
者
向
け

U
Iに
知
見
の
あ
る
外
部
か
ら
、
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
診
断
を
受
け
る

上
記
を
受
け
、
追
加
検
証
ま
で
に
対
応
可
能
な
範
囲
で
投
票
シ
ス
テ
ム
を
改
修
す
る

※
機
器
の
開
発
は
伴
わ
な
い
、
改
修
が
間
に
合
わ
な
い
も
の
は
次
年
度
の
参
考
と
す
る

１
月
中
旬

追
加
検
証
の
詳
細
を
関
係
各
所
に
連
絡

２
月
上
旬

投
票
シ
ス
テ
ム
改
修
範
囲
の
テ
ス
ト
・検

証

２
月

1
4
日

追
加
検
証
実
施

２
月
下
旬

検
証
結
果
を
有
識
者
会
議
に
報
告
（
書
面
の
み
）
、
事
業
報
告
書
に
記
載
す
る



障
害
者
の
投
票
環
境
に
関
す
る
追
加
検
証

8

５
検
証
項
目
の
記
述
変
更

「
投
票
機
会
の
平
等
」の
「
技
術
・シ
ス
テ
ム
」と
し
て
掲
げ
て
い
る
、
「
自
書
の
困
難
な
人
も
代
理
人
を
介
さ
ず
投
票
で
き
る
環
境
を
構
築
、
音
声
に
よ
る

支
援
も
実
施
す
る
」の
検
証
方
法
に
つ
い
て
、
「
投
票
窓
口
に
専
用
機
器
を
設
置
し
、
正
し
く動

作
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
」と
い
う
記
述
を
以
下
に
改
め
る
。

「
視
覚
障
害
者
も
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
投
票
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
」



障
害
者
の
投
票
環
境
に
関
す
る
追
加
検
証

9

６
検
証
対
象
の
範
囲

※
赤
枠
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
オ
レ
ン
ジ
は
視
覚
障
害
者
に
よ
る
模
擬
投
票



障
害
者
の
投
票
環
境
に
関
す
る
追
加
検
証

1
0

７
使
用
す
る
投
票
シ
ス
テ
ム
の
構
成

模
擬
住
民
投
票
の
シ
ス
テ
ム
と
同
じ
も
の
を
利
用
す
る
。



参
考
資
料
－
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
に
配
慮
し
た
投
票
機
器
の
検
討

1
1

○
ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

入
力
装
置

マ
イ
ク

カ
メ
ラ

出
力
装
置

X
B
O

X
ア
ダ
プ
テ
ィ
ブ

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

深
度
カ
メ
ラ

タ
ッ
チ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

ス
ピ
ー
カ
ー

デ
ィ
ス
プ
レ
イ

プ
リ
ン
タ
ー

多
言
語
音
声
認
識

画
像

/顔
認
識

ボ
デ
ィ
追
跡

多
言
語
読
み
上
げ

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

マ
イ
ナ
カ
ー
ド
認
識

O
C
R
認
識

Q
R
発
行
読
取

フ
ォ
ー
ム
出
力

○
コ
グ
ニ
テ
ィ
ブ
（
認
識
）
及
び
機
能

バ
ー
コ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

キ
ー
ボ
ー
ド

B
e
e
p
音

視
線
追
跡
入
力
機

多
言
語
翻
訳

○
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
対
応
の
イ
メ
ー
ジ



住
民
向
け
意
識
調
査
結
果
概
要

1

１
．
調
査
概
要

(2
)住
民
向
け
意
識
調
査
（
事
後
ア
ン
ケ
ー
ト
）

期
間
：
2
0
2
2
年
1
2
月
1
5
日
（
木
）
～
1
2
月
2
3
日
（
金
）

事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
時
に
登
録
頂
い
た
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
事
後
ア
ン
ケ
ー
ト
回

答
を
依
頼
し
て
、
W
E
B
サ
イ
ト
に
て
回
答
頂
き
ま
し
た
。

(1
)住
民
向
け
意
識
調
査
（
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
）

期
間
：
2
0
2
2
年
1
0
月
3
1
日
（
月
）
～
1
1
月
8
日
（
火
）

1
6
歳
以
上
の
市
内
在
住
者
か
ら
無
作
為
抽
出
し
た
5
0
0
0
人
へ
郵
送
に
て

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
を
依
頼
し
て
、
W
E
B
サ
イ
ト
に
て
回
答
頂
き
ま
し
た
。

＜
主
な
調
査
項
目
＞

①
つ
くば
ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
シ
テ
ィ
構
想
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
対
す
る
住
民
の
理
解
や
関
心
、
投
票
意
向
に
つ
い
て

②
啓
蒙
活
動
で
住
民
が
よ
り
理
解
を
深
め
て
関
心
が
高
ま
っ
た
か

③
模
擬
住
民
投
票
体
験
で
住
民
が
よ
り
理
解
を
深
め
て
関
心
が
高
ま
っ
た
か

④
公
職
選
挙
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
の
意
向
に
つ
い
て

＜
調
査
結
果
概
要
の
目
次
＞

１
．
調
査
概
要

２
．
回
答
者
属
性
等

３
．
つ
く
ば
ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
シ
テ
ィ
構
想
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
へ
の
認
知
に
つ
い
て

４
．
つ
く
ば
ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
シ
テ
ィ
構
想
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
関
す
る
啓
発
活
動
に
つ
い
て

５
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
模
擬
住
民
投
票
に
つ
い
て

６
．
将
来
の
つ
くば
市
長
選
挙
・市

議
会
議
員
選
挙
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
意
向
に
つ
い
て

７
．
模
擬
住
民
投
票
し
た
人
の
将
来
の
つ
くば
市
長
選
挙
・市

議
会
議
員
選
挙
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
意
向
に
つ
い
て

８
．
つ
く
ば
市
長
選
挙
・市

議
会
議
員
選
挙
の
投
票
状
況
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
意
向
に
つ
い
て

９
．
参
議
院
選
挙
へ
の
投
票
状
況
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
意
向
に
つ
い
て

1
0
．
茨
城
県
議
会
議
員
選
挙
の
投
票
状
況
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
意
向
に
つ
い
て

1
1
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
よ
っ
て
投
票
率
が
上
が
る
可
能
性
に
つ
い
て

1
2
．
ま
と
め

資
料
３



2

２
．
回
答
者
属
性
等

(2
)年
齢
分
布

◆
2
0
代
お
よ
び
7
0
歳
以
上
が
つ
くば
市
の
年
齢
分
布
と
比
べ
て
少
な
い

※
つ
く
ば
市
の
年
齢
分
布
と
比
較

※
『茨

城
県
常
住
人
口
調
査
』よ
り
令
和
4
年
1
0
月
1
日

現
在
の
年
齢
別
人
口
（
年
齢
不
詳
お
よ
び
1
8
歳
未
満
は
除
く）

(1
)回
答
者
数
・
性
別

◆
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
8
1
3
名
が
回
答
し
、
そ
の
う
ち

5
9
.4
%
が
事
後
ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答
。

◆
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
の
性
別
は
男
女
ほ
ぼ
半
数
。

(3
)イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
状
況

◆
9
3
.7
%
の
回
答
者
が
毎
日
利
用
し
て
い
る
と
回
答
。

(4
)ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
保
持
状
況

◆
9
6
.9
%
の
回
答
者
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
保
持
し
て
お
り
、
9
3
.1
%
が
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
と
回
答
。

回
答
者
数
事
後
ア
ン
ケ
ー
ト

回
答
割
合

事
前
ア
ン
ケ
ー
ト

8
1
3
-

事
後
ア
ン
ケ
ー
ト

4
8
3

5
9
.4
%

事
前
事
後
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ

住
民
向
け
意
識
調
査
結
果
概
要



3

３
．
つ
く
ば
ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
シ
テ
ィ
構
想
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
へ
の
認
知
に
つ
い
て

(2
)つ
く
ば
市
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
へ
の
取
り
組
み
を
知
っ
て
ま
す
か
？

◆
つ
くば
市
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
へ
の
取
り
組
み
を
を
知
っ
て
い
る
（
内
容
を
知
っ
て

い
る
＋
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
）
割
合
は
4
1
.7
%

(1
)つ
く
ば
ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
シ
テ
ィ
構
想
を
知
っ
て
ま
す
か
？

◆
つ
くば
ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
シ
テ
ィ
構
想
を
知
っ
て
い
る
（
内
容
を
知
っ
て
い
る
＋

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
）
割
合
は
7
1
.5
%

事
前
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ

住
民
向
け
意
識
調
査
結
果
概
要



4

４
．
つ
く
ば
ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
シ
テ
ィ
構
想
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
関
す
る
啓
発
活
動
に
つ
い
て

(2
)ど
の
よ
う
に
し
て
啓
発
活
動
を
知
り
ま
し
た
か
？
（
複
数
回
答
）

◆
最
も
多
い
認
知
方
法
は
「つ
くば
市
の
H
P
や
ス
マ
ホ
を
見
て
」が
4
2
.5
%

(1
)つ
く
ば
市
の
ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
シ
テ
ィ
構
想
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票

に
関
す
る
啓
発
活
動
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

◆
「内

容
を
知
っ
て
い
る
」は
1
3
.7
%
、
「聞

い
た
こ
と
が
あ
る
」は
6
1
.9
％

(3
)啓
発
活
動
に
よ
り
、
ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
シ
テ
ィ
構
想
に
対
す
る
理

解
・
関
心
が
高
ま
り
ま
し
た
か
？

◆
3
6
.2
%
が
高
ま
っ
た
と
回
答
。

(4
)啓
発
活
動
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
対
す
る
理
解
・関

心
が

高
ま
り
ま
し
た
か
？

◆
半
数
以
上
の
5
0
.7
%
が
高
ま
っ
た
と
回
答
。

事
後
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ

住
民
向
け
意
識
調
査
結
果
概
要



5

５
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
模
擬
住
民
投
票
に
つ
い
て

(1
)イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
模
擬
住
民
投
票
へ
の
参
加
状
況

（
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
か
つ
模
擬
住
民
投
票
の
案
内
が
届
い
た
人
）

◆
5
6
.8
%
が
自
分
の
端
末
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
し
た
と
回
答
。

(2
)模
擬
住
民
投
票
の
年
代
別
投
票
率

◆
2
0
歳
未
満
を
除
き
、
投
票
率
は
5
0
%
以
上
で
あ
り
、
4
0
代
・5
0
代
は
6
0
%
を

超
え
て
い
る
人
が
投
票

(4
)模
擬
住
民
投
票
を
し
な
か
っ
た
理
由

◆
そ
の
他
を
除
き
、
最
も
多
い
回
答
は
「
仕
事
が
あ
っ
た
か
ら
」で
1
4
.0
%
。

(3
)自
分
の
端
末
で
投
票
し
た
理
由
（
複
数
回
答
）

◆
回
答
者
の
4
9
.4
%
が
「イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
関
心
が
あ
っ
た
か
ら
」、
3
9
.2
％

が
「イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
関
す
る
つ
くば
市
の
取
り
組
み
に
関
心
が
あ
っ
た
」

事
後
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ

住
民
向
け
意
識
調
査
結
果
概
要



6

５
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
模
擬
住
民
投
票
に
つ
い
て

(7
)ネ
ッ
ト
投
票
の
印
象
が
良
くな
っ
た
理
由
（
単
一
選
択
）

◆
良
く
な
っ
た
理
由
の
9
1
.7
%
が
「投

票
が
楽
に
で
き
た
」と
回
答
。

(6
)模
擬
住
民
投
票
を
通
じ
て
ネ
ッ
ト
投
票
の
印
象
の
変
化

◆
模
擬
住
民
投
票
を
し
た
8
0
名
の
う
ち
6
0
%
が
ネ
ッ
ト
投
票
の
印
象
が
「
良
くな
っ

た
」と
回
答
。

(8
)ネ
ッ
ト
投
票
の
印
象
が
悪
くな
っ
た
理
由

◆
悪
くな
っ
た
と
回
答
し
た
2
名
の
理
由
は
、
投
票
を
楽
に
で
き
な
か
っ
た
点
と
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
で
の
ア
プ
リ
操
作
に
関
す
る
点
を
回
答
。

悪
く
な
っ
た
理
由
（
N
=
2
）

投
票
が
楽
に
で
き
な
か
っ
た

そ
の
他
（
ス
マ
ホ
で
投
票
し
よ
う
と
し
た
が
、
上
手
く

ア
プ
リ
が
作
動
し
な
か
っ
た
。
）

(5
)模
擬
住
民
投
票
を
し
な
か
っ
た
理
由

◆
そ
の
他
の
回
答
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る
回
答
が
多
い
。

そ
の
他
の
回
答
（
集
約
）
N
=
1
7

回
答
数

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
忘
れ
た

3

模
擬
投
票
を
忘
れ
て
い
た

2

情
報
漏
洩
の
不
安

2

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
読
み
取
り
が
で
き
な
か
っ
た

2

投
票
日
後
に
案
内
を
開
封
し
た

1

投
票
内
容
が
追
跡
さ
れ
る
懸
念

1

案
内
が
不
親
切

1

ロ
グ
イ
ン
で
き
な
い

1

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
読
み
取
る
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
い
な
か
っ
た

1

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
の
操
作
方
法

1

ア
プ
リ
が
自
身
の
端
末
非
対
応
。
投
票
窓
口
の
対
応
時

間
が
仕
事
の
時
間
と
重
な
っ
て
い
た

1

1
8
歳
未
満
で
投
票
権
が
な
い

1

事
後
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ

住
民
向
け
意
識
調
査
結
果
概
要



7

６
．
将
来
の
つ
く
ば
市
長
選
挙
・
市
議
会
議
員
選
挙
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
意
向
に
つ
い
て

(2
)自
分
の
端
末
で
投
票
し
た
と
思
う
と
回
答
し
た
理
由

（
複
数
回
答
）

◆
8
1
.1
%
が
「便

利
だ
か
ら
」と
回
答
。

(1
)イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
す
る
か
？

◆
8
1
.3
%
が
自
分
の
端
末
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
す
る
と
回
答
。

(3
)窓
口
で
ネ
ッ
ト
投
票
し
た
と
思
う
と
回
答
し
た
理
由
（
複
数
回
答
）

◆
半
数
以
上
が
「自

分
の
端
末
に
投
票
の
設
定
を
し
な
くて
い
い
か
ら
」と
回
答
。

(4
)投
票
用
紙
で
投
票
し
た
と
思
う
と
回
答
し
た
理
由
（
複
数
回
答
）

◆
半
数
以
上
が
「正

し
く投

票
さ
れ
る
か
心
配
だ
か
ら
」と
回
答
。

ま
た
「慣

れ
た
投
票
の
方
が
楽
だ
か
ら
」も
4
6
.7
%
と
半
数
近
く
が
回
答
。

事
前
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ

住
民
向
け
意
識
調
査
結
果
概
要



8

７
．
模
擬
住
民
投
票
し
た
人
の
将
来
の
つ
く
ば
市
長
選
挙
・
市
議
会
議
員
選
挙
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
意
向
に
つ
い
て

(2
)自
分
の
端
末
で
投
票
し
た
と
思
う
と
回
答
し
た
理
由
（
複
数
回
答
）

◆
模
擬
住
民
投
票
し
、
「自

分
の
端
末
で
投
票
す
る
」と
回
答
し
た
7
0
名
の
う
ち
、

「プ
レ
投
票
に
満
足
し
た
か
ら
」と
回
答
し
た
割
合
は
2
2
.5
%
。

(1
)イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
す
る
か
？

◆
模
擬
住
民
投
票
を
し
た
人
の
8
7
.5
%
が
自
分
の
端
末
で
投
票
す
る
と
回
答
。

模
擬
住
民
投
票
を
し
な
か
っ
た
人
の
7
5
.4
%
が
自
分
の
端
末
で
投
票
す
る
と
回
答
。

(3
)窓
口
で
ネ
ッ
ト
投
票
し
た
と
思
う
と
回
答
し
た
理
由

◆
模
擬
住
民
投
票
し
た
人
で
「窓

口
で
投
票
す
る
」と
回
答
し
た
1
名
の
理
由
は

「便
利
だ
か
ら
」。

（
模
擬
住
民
投
票
し
な
か
っ
た
が
、
「窓

口
で
ネ
ッ
ト
投
票
す
る
」と
回
答
し
た

1
3
名
の
理
由
は
「自

分
の
端
末
に
設
定
し
な
くて
い
い
か
ら
」で
6
9
.2
%
）

(4
)投
票
用
紙
で
投
票
し
た
と
思
う
と
回
答
し
た
理
由

◆
投
票
用
紙
で
投
票
し
た
と
思
う
と
回
答
し
た
理
由
で
最
も
多
い
回
答
は
「
正
し
く

投
票
さ
れ
る
か
心
配
だ
か
ら
」。

「プ
レ
投
票
に
満
足
し
な
か
っ
た
か
ら
」と
回
答
し
た
人
は
い
な
か
っ
た
。事
後
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ

住
民
向
け
意
識
調
査
結
果
概
要



9

８
．
つ
く
ば
市
長
選
挙
・
市
議
会
議
員
選
挙
の
投
票
状
況
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
意
向
に
つ
い
て

(2
)投
票
し
な
か
っ
た
理
由
（
複
数
回
答
）

◆
最
も
多
い
回
答
は
「選

挙
に
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
」（
2
4
.7
%
）

(1
)投
票
状
況

◆
7
1
.9
%
の
回
答
者
が
「投

票
し
た
」と
回
答

（
つ
く
ば
市
に
お
け
る
投
票
率
は
5
1
.6
0
%
（
つ
くば
市
H
P
よ
り
）
）

(3
)投
票
し
な
か
っ
た
人
は
、
ネ
ッ
ト
投
票
が
あ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か
？

◆
投
票
し
な
か
っ
た
人
の
8
2
.3
%
が
自
分
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

投
票
し
た
と
思
う
と
回
答
。

(4
)投
票
し
た
人
は
、
ネ
ッ
ト
投
票
が
あ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か
？

◆
投
票
し
た
人
の
7
7
.7
%
が
自
分
の
端
末
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
し
た
と
思
う
と

回
答
。
一
方
で
1
7
.5
%
は
投
票
用
紙
に
よ
る
投
票
を
し
た
と
思
う
と
回
答
。

事
前
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ

住
民
向
け
意
識
調
査
結
果
概
要



1
0

９
．
参
議
院
選
挙
へ
の
投
票
状
況
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
意
向
に
つ
い
て

(2
)投
票
し
な
か
っ
た
理
由
（
複
数
回
答
）

◆
最
も
多
い
回
答
は
「選

挙
に
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
」（
2
6
.5
%
）

(1
)投
票
状
況

◆
7
9
.3
%
の
回
答
者
が
「投

票
し
た
」と
回
答

(つ
くば
市
に
お
け
る
参
院
選
の
投
票
率
は
4
7
.1
5
%
（
つ
くば
市
H
P
よ
り
）
）

(3
)投
票
し
な
か
っ
た
人
は
、
ネ
ッ
ト
投
票
が
あ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か
？

◆
投
票
し
な
か
っ
た
人
の
8
1
.3
%
が
自
分
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

投
票
し
た
と
思
う
と
回
答
。

(4
)投
票
し
た
人
は
、
ネ
ッ
ト
投
票
が
あ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か
？

◆
投
票
し
た
人
の
7
8
.7
%
が
自
分
の
端
末
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
し
た
と
思
う
と

回
答
。
一
方
で
1
6
.4
%
は
投
票
用
紙
に
よ
る
投
票
を
し
た
と
思
う
と
回
答
。

事
前
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ

住
民
向
け
意
識
調
査
結
果
概
要



1
1

1
0
．
茨
城
県
議
会
議
員
選
挙
の
投
票
状
況
と
ネ
ッ
ト
投
票
意
向
に
つ
い
て

(2
)投
票
し
な
か
っ
た
理
由
（
複
数
回
答
）

◆
最
も
多
い
回
答
は
「選

挙
に
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
」（
2
5
.2
%
）

(1
)投
票
状
況

◆
6
7
.5
%
の
回
答
者
が
「投

票
し
た
」と
回
答

（
つ
くば
市
に
お
け
る
茨
城
県
議
選
の
投
票
率
は
3
7
.7
2
%
（
つ
く
ば
市
H
P
よ
り
）
）

(3
)投
票
し
な
か
っ
た
人
は
、
ネ
ッ
ト
投
票
が
あ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か
？

◆
投
票
し
な
か
っ
た
人
の
8
2
.6
%
が
自
分
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

投
票
す
る
と
思
う
と
回
答
。

(4
)投
票
し
た
人
は
、
ネ
ッ
ト
投
票
が
あ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か
？

◆
投
票
し
た
人
の
7
2
.4
%
が
自
分
の
端
末
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
し
た
と
思
う
と

回
答
。
一
方
で
2
1
.5
%
は
投
票
用
紙
に
よ
る
投
票
を
し
た
と
思
う
と
回
答
。

事
後
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ

住
民
向
け
意
識
調
査
結
果
概
要



1
2

1
0
．
茨
城
県
議
会
議
員
選
挙
の
投
票
状
況
と
ネ
ッ
ト
投
票
意
向
（
模
擬
住
民
投
票
し
た
人
）

(2
)投
票
し
な
か
っ
た
理
由

◆
最
も
多
い
回
答
は
「重

要
な
用
事
（
仕
事
を
除
く）

が
あ
っ
た
」（
2
7
.6
%
）

(3
)投
票
し
な
か
っ
た
人
は
、
ネ
ッ
ト
投
票
が
あ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か
？

◆
投
票
し
な
か
っ
た
人
の
8
6
.2
%
が
自
分
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

投
票
し
た
と
思
う
と
回
答
。

(4
)投
票
し
た
人
は
、
ネ
ッ
ト
投
票
が
あ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か
？

◆
投
票
し
た
人
の
8
5
.7
%
が
自
分
の
端
末
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
し
た
と
思
う
と

回
答
。
一
方
で
1
0
.2
%
は
投
票
用
紙
に
よ
る
投
票
を
し
た
と
回
答
。

(1
)投
票
状
況

◆
模
擬
住
民
投
票
し
た
人
の
6
1
.3
%
の
回
答
者
が
「投

票
し
た
」と
回
答
。

※
全
回
答
者
で
「投

票
し
た
」と
回
答
し
た
割
合
は
6
7
.5
%

事
後
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ

住
民
向
け
意
識
調
査
結
果
概
要



1
3

1
1
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
よ
っ
て
投
票
率
が
上
が
る
可
能
性
に
つ
い
て

(3
)茨
城
県
議
会
議
員
選
挙
は
投
票
し
な
か
っ
た
が
、
も
し
ネ
ッ
ト
投
票
が
あ
っ
た
ら

自
分
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で
投
票
す
る
と
回
答
し
た
人
の
、
茨
城
県
議
会
議
員
選

挙
を
投
票
し
な
か
っ
た
理
由

(2
)つ
くば
市
長
選
挙
・市

議
会
議
員
選
挙
は
投
票
し
な
か
っ
た
が
、
も
し
ネ
ッ
ト
投

票
が
あ
っ
た
ら
自
分
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で
投
票
す
る
と
回
答
し
た
人
の
、
つ
くば
市

長
選
挙
・市

議
会
議
員
選
挙
を
投
票
し
な
か
っ
た
理
由

(1
)参
議
院
選
挙
は
投
票
し
な
か
っ
た
が
、
も
し
ネ
ッ
ト
投
票
が
あ
っ
た
ら
自
分
の
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で
投
票
す
る
と
回
答
し
た
人
の
、
参
議
院
選
挙
を
投
票
し
な
か
っ
た

理
由

(1
)～
(3
)の
各
選
挙
で
、
仕
事
や
用
事
だ
け
で
な
く
、
「選

挙
に
あ
ま
り
関
心
が
な

か
っ
た
」こ
と
を
理
由
に
投
票
し
な
か
っ
た
人
も
、
も
し
ネ
ッ
ト
投
票
が
あ
っ
た
ら
自
分
の

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で
投
票
す
る
と
8
0
%
以
上
の
方
が
回
答
し
て
い
る
。

投
票
所
に
行
く手

間
や
時
間
が
軽
減
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
投
票
す
る
こ
と
が
、

国
や
市
の
未
来
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

事
前
事
後
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ

住
民
向
け
意
識
調
査
結
果
概
要



1
4

1
2
．
ま
と
め

(3
)模
擬
住
民
投
票
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
へ
の
意
向
の
変
化

◆
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答
し
、
模
擬
住
民
投
票
の
案
内
が
届
い
た
人
の
う
ち
、

5
7
.6
%
が
模
擬
住
民
投
票
を
し
た
と
回
答
し
、
5
6
.8
%
が
自
分
の
端
末
で
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
し
た
と
回
答
。

◆
自
分
の
端
末
で
投
票
し
た
回
答
者
の
4
9
.4
%
が
「イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
関
心

が
あ
っ
た
か
ら
」
と
回
答
。

◆
一
方
で
模
擬
住
民
投
票
を
し
な
か
っ
た
人
で
最
も
多
い
理
由
は
「仕

事
が
あ
っ
た

か
ら
」
（
1
4
.0
%
）
で
あ
り
、
そ
の
他
の
回
答
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
読
み

取
り
が
で
き
な
い
パ
ス
ワ
ー
ド
を
忘
れ
た
な
ど
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る
回
答

が
多
い
。

◆
模
擬
住
民
投
票
を
し
た
8
0
名
の
う
ち
6
0
%
が
ネ
ッ
ト
投
票
の
印
象
が
「良

くな
っ

た
」と
回
答
し
、
良
く
な
っ
た
理
由
の
9
1
.7
%
が
「投

票
が
楽
に
で
き
た
」と
回
答
。

◆
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
に
て
8
1
.3
%
が
自
分
の
端
末
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
す
る
と
回

答
し
て
い
た
が
、
模
擬
住
民
投
票
し
た
人
の
う
ち
自
分
の
端
末
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

投
票
す
る
と
回
答
し
た
割
合
は
8
7
.5
%
と
高
ま
っ
た
。

(1
)イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
へ
の
意
向
に
つ
い
て

◆
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
は
国
政
選
挙
や
地
方
選
挙
に
お
い
て
、
比
較
的
（
つ
くば

市
平
均
よ
り
投
票
率
が
高
い
）
普
段
か
ら
選
挙
に
行
っ
て
い
る
人
が
多
い
。

◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
関
し
て
肯
定
的
な
意
見
が
多
く、
8
1
.3
%
が
自
分
の
端

末
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
す
る
と
回
答
。

◆
自
身
の
端
末
で
投
票
す
る
理
由
は
「便

利
」「
投
票
所
に
行
か
な
くて
済
む
」が
多

い
。

◆
一
方
で
、
端
末
の
設
定
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
読
み
取
り
な
ど
に
懸
念
が
あ
り
、

窓
口
や
こ
れ
ま
で
の
投
票
用
紙
で
の
投
票
を
す
る
意
向
の
人
も
約
1
4
%
い
る

(2
)啓
発
活
動
の
認
知
・影

響

◆
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
の
う
ち
、
啓
発
活
動
を
認
知
し
て
い
た
割
合
は
7
5
.6
%

◆
啓
発
活
動
に
よ
り
、

3
6
.2
%
が
ス
ー
パ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
シ
テ
ィ
構
想
に
対
す
る
理
解
・関

心
が
高
ま
り
、

5
0
.7
%
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
対
す
る
理
解
・関

心
が
高
ま
っ
た
と
回
答
。

事
前
事
後
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ

住
民
向
け
意
識
調
査
結
果
概
要



１
．
現
在
の
主
な
罰
則
規
定

不
正
行
為
の
罰
則
規
定
に
関
す
る
検
討

1

資
料
４

投
票
方
式

普
通
投
票

現 地

買
収
及
び
利
害
誘
導
罪
（
公
職
選
挙
法
第
二
百
二
十
一
条
）

・
以
下
の
行
為
を
し
た
者
は
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

・
選
挙
人
や
選
挙
運
動
者
に
対
し
金
銭
、
物
品
、
供
応
接
待
な
ど
に
よ
る
票
の
獲
得
や
誘
導
（
約
束
も
含
む
）

・
上
記
の
買
収
に
応
じ
る
、
買
収
を
促
す
行
為

投
票
干
渉
罪
（
同
法
第
二
百
二
十
八
条
）

・
投
票
所
又
は
開
票
所
に
お
い
て
選
挙
人
の
投
票
に
干
渉
又
は
被
選
挙
人
の
氏
名
を
認
知
す
る
方
法
を
行
っ
た
者
は
、
一
年
以
下
の
禁
錮
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

・
法
令
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
投
票
箱
を
開
く・
投
票
を
取
り
出
し
た
者
は
３
年
以
下
の
懲
役
若
し
くは
禁
錮
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

詐
偽
投
票
及
び
投
票
偽
造
、
増
減
罪
（
同
法
第
二
百
三
十
七
条
）

・
選
挙
人
で
な
い
者
の
投
票
は
一
年
以
下
の
禁
錮
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

・
投
票
所
で
の
本
人
確
認
の
際
に
虚
偽
の
宣
言
を
す
る
・し
よ
う
と
し
た
際
に
は
二
年
以
下
の
禁
錮
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

・
投
票
を
偽
造
し
又
は
そ
の
数
を
増
減
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
くは
禁
錮
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

期 日 前

不
在
者
投
票

・
不
在
者
投
票
に
お
い
て
は
、
そ
の
投
票
を
管
理
す
べ
き
者
は
こ
れ
を
投
票
管
理
者
、
そ
の
投
票
を
記
載
す
べ
き
場
所
は
こ
れ
を
投
票
所
、
そ
の
投
票
に
立
ち
会
う
べ
き
者
は
こ
れ
を
投
票
立
会
人
、
選
挙
人
が

指
示
す
る
公
職
の
候
補
者
（
政
党
）
名
を
記
載
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
者
と
み
な
し
て
、
第
十
六
章
（
罰
則
）
の
規
定
を
適
用
（
同
法
第
二
百
五
十
五
条
第
一
項
）

郵
便
投
票

・
郵
便
投
票
に
お
い
て
は
、
選
挙
人
が
投
票
の
記
載
の
準
備
に
着
手
し
て
か
ら
投
票
を
記
載
し
た
投
票
用
紙
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
た
め
こ
れ
を
封
入
す
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
投
票
に
関
す
る
行
為
を

行
う
場
所
を
投
票
所
と
み
な
し
て
、
第
二
百
二
十
八
条
等
を
適
用
（
同
法
第
二
百
五
十
五
条
第
二
項
）

在
外
投
票

・
在
外
投
票
に
係
る
事
務
そ
の
他
に
従
事
す
る
在
外
公
館
の
長
及
び
職
員
並
び
に
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
の
経
由
に
係
る
事
務
に
従
事
す
る
者
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
の
職
員
と
み
な
し
て
、

第
十
六
章
（
罰
則
）
の
規
定
を
適
用
（
同
法
第
二
百
五
十
五
条
の
二
第
一
項
）

・
そ
の
投
票
を
管
理
す
べ
き
在
外
公
館
の
長
は
投
票
管
理
者
と
、
そ
の
投
票
を
記
載
す
べ
き
場
所
は
投
票
所
と
、
そ
の
投
票
に
立
ち
会
う
べ
き
者
は
投
票
立
会
人
と
、
選
挙
人
が
指
示
す
る
公
職
の
候
補
者

（
政
党
）
名
を
記
載
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
者
と
み
な
し
て
、
第
十
六
章
（
罰
則
）
の
規
定
を
適
用
（
同
法
第
二
百
五
十
五
条
の
二
第
二
項
）

・
選
挙
人
が
投
票
の
記
載
の
準
備
に
着
手
し
て
か
ら
投
票
を
記
載
し
た
投
票
用
紙
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
た
め
こ
れ
を
封
入
す
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
投
票
に
関
す
る
行
為
を
行
う
場
所
を
投
票
所
と

み
な
し
て
、
第
二
百
二
十
八
条
等
を
適
用
（
同
法
第
二
百
五
十
五
条
の
二
第
三
項
）

電
磁
的
記
録
式
投
票

・
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
、
投
票
の
電
磁
的
記
録
媒
体
及
び
投
票
を
複
写
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
は
投
票
箱
と
、
選
挙
人
の
投
票
を
補
助
す
べ
き
者
及
び
選
挙
人
の
た
め
に
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
の

操
作
を
補
助
す
べ
き
者
は
、
公
職
選
挙
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
を
補
助
す
べ
き
者
と
み
な
し
て
、
第
十
六
章
（
罰
則
）
の
規
定
を
適
用
。
(電
磁
記
録
法

第
十
六
条
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票

・
他
の
投
票
と
同
様
に
、
当
該
投
票
に
関
す
る
行
為
を
行
う
場
所
を
投
票
所
と
み
な
す
等
、
公
職
選
挙
法
の
罰
則
を
適
用
す
る
必
要
性
が
あ
る
。

公
職
選
挙
に
お
け
る
罰
則



１
．
現
在
の
主
な
罰
則
規
定

不
正
行
為
の
罰
則
規
定
に
関
す
る
検
討

2

0
1

関
連
す
る
法
令
の
罰
則

電
磁
的
記
録
不
正
作
出
及
び
供
用

電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害

不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
違
反

（
刑
法

第
百
六
十
一
条
の
二
）

（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
）

（
刑
法

第
二
百
三
十
四
条
の
二
）

・
電
子
機
器
や
デ
ー
タ
を
破
壊
し
た
り
、
不
正
に
操
作
す
る
こ
と
で
営
業
活
動
を
妨
害
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金

・
人
の
事
務
処
理
を
誤
ら
せ
る
目
的
で
、
そ
の
事
務
処
理
の
用
に
供
す
る
権
利
、
義
務
又
は
事
実
証
明
に
関
す
る
電
磁
的
記
録
を
不
正
に
作
っ
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

・
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金

（
第
十
一
条
）

・
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
助
長
す
る
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

（
第
十
二
条
）

0
2

0
4

0
3

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
違
反

・
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

（
第
四
九
条
）

・
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

（
第
五
十
条
）

・
人
を
欺
き
、
人
に
暴
行
を
加
え
、
若
し
く
は
人
を
脅
迫
す
る
行
為
、
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
他
人
の
個
人
番
号
を
取
得
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
（
第
五
十
一
条
）

・
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
六
か
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
以
下
の
罰
金

（
第
五
十
五
条
）

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
）



２
．
第
４
回
有
識
者
会
議
検
討
状
況

不
正
行
為
の
罰
則
規
定
に
関
す
る
検
討

3

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
に
お
け
る
罰
則
の
あ
り
方
に
関
す
る
各
委
員
の
意
見

（
湯
淺
座
長
）

・
罰
則
が
あ
っ
て
も
選
挙
犯
罪
は
現
実
な
くな
っ
て
お
ら
ず
難
し
い
問
題
で
あ
る

・
罰
則
を
強
化
し
た
ら
大
丈
夫
と
言
え
る
か
は
慎
重
な
議
論
を
要
す
る

・
法
的
な
ス
キ
ー
ム
も
含
め
て
内
閣
府
と
事
務
局
と
で
課
題
を
整
理
し
、
継
続
検
討
す
べ
き

・
投
票
の
現
場
で
の
不
正
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
考
え
つ
つ
、
刑
事
罰
の
適
用
は
必
要

・
適
用
範
囲
や
厳
罰
化
の
理
由
の
検
討
を
十
分
に
精
査
し
て
い
くこ
と
が
必
要
で
あ
り
、
総
合
的
に
議
論
を
し
て
い
くこ
と
が
重
要

・
既
存
の
条
文
の
読
み
替
え
に
加
え
、
国
家
戦
略
特
区
法
の
改
正
も
視
野
に
入
れ
て
議
論
す
べ
き

・
公
選
法
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
連
法
等
、
二
重
に
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
の
か
を
確
認
す
べ
き

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
継
続
性
を
考
慮
し
、
認
証
方
法
を
特
定
せ
ず
、
抽
象
化
す
る
の
が
望
ま
し
い

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
限
ら
ず
多
重
に
色
々
方
法
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
へ
の
技
術
面
で
の
対
策
に
な
る

・
公
選
法
の
規
定
の
中
で
も
罰
則
規
定
は
あ
る
が
、
他
の
手
段
を
講
じ
た
う
え
で
の
話

・
罰
則
強
化
で
不
正
行
為
は
防
げ
な
い
た
め
、
慎
重
に
議
論
す
べ
き

・
在
外
投
票
や
郵
便
投
票
と
同
様
に
、
条
文
の
読
み
替
え
を
行
う
の
が
適
当

各
委
員
の
意
見
を
踏
ま
え
た
今
後
の
検
討
課
題

・
罰
則
の
強
化
に
つ
い
て

・
法
的
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て

・
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て

（
落
合
委
員
）

（
斉
藤
委
員
）

（
清
水
委
員
）



内閣府 先端的サービスの開発・構築等に関する調査事業 

「茨城県つくば市におけるインターネット投票に係る調査実証事業」 

有識者会議報告書 

 

 

１．有識者会議の目的 

 

２．主な検討事項 

 

３．有識者会議の運営等 

 

４．委員名簿 

 

５．スケジュール（有識者会議・模擬住民投票・監査・追加検証） 

 

６．検討事項とその結果 

・検証項目の精査及び各種リスクに対する助言・提案を行うこと。 

・検証に堪える機能要件を備えたシステム設計となるよう助言・提案を行うこと。 

・投票システムが仕様通りに構築され、正しく動作することを確認すること。 

・投票システムが定められた手順で運用されていることを確認すること。 

・公職選挙の手順に組み込む際に確認すべき事項について助言・提案を行うこと。 

 ・その他指摘事項 

 

７．総括 

 

 

 

（資料） 

全５回分の資料と議事録 

 

資料５ 



ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
（
事
業
全
体
）

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

有
識
者
会
議

プ
レ
住
民
投
票

住
民
意
識
調
査

啓
蒙
・
啓
発

第
１
回

(8
/2
4)

第
２
回

(9
/2
6)

第
３
回

(1
0/
26
)

第
４
回

(1
2/
12

)

第
５
回

(
1
/
3
0)

報
告
書

と
り
ま
と
め

シ
ス
テ
ム
開
発

プ
レ
住
民
投
票

実
施
11
/8
（
火
）
～

11
/1
4（

月
）

検
証

予
備
日
(
2月
1
4日
)

障
害
者
向
け
投
票

機
器
の
検
証

企
画
、
ア
ン
ケ
ー
ト

フ
ォ
ー
ム
作
成

調
査
実
施

集
計
・
分
析

チ
ラ
シ
、
we
bコ

ン
テ
ン

ツ
作
成

チ
ラ
シ
配
布

コ
ン
テ
ン
ツ
配
信

・
会
議
の
設
置

・
調
査
概
要

・
検
証
項
目
案

・
投
票
ｼｽ
ﾃﾑ

・
検
証
項
目
案

・
投
票
ｼｽ
ﾃﾑ

・
実
施
体
制

・
ｼｽ
ﾃﾑ
確
認

・
検
証
項
目
案

・
結
果
報
告

・
検
証
評
価
案

・
罰
則
の
検
討

・
報
告
書
骨
子

・
結
果
報
告

・
検
証
評
価
案

・
罰
則
の
検
討

・
報
告
書
案 ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催

（
予
備
日
に
同
時
開
催
）資
料
６



ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
（
有
識
者
会
議
）

第
１
回

令
和
４
年
８
月
2
4
日
（
水
）

（
議
題
）
有
識
者
会
議
の
役
割
と
体
制
、
委
員
の
紹
介

つ
くば
市
提
案
の
概
要
、
本
事
業
の
概
要
に
つ
い
て

模
擬
住
民
投
票
の
概
要
に
つ
い
て

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

第
２
回

令
和
４
年
９
月
2
6
日
（
月
）

（
議
題
）
模
擬
住
民
投
票
の
概
要
と
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

検
証
項
目
案
に
つ
い
て

住
民
向
け
意
識
調
査
の
概
要
に
つ
い
て

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

第
３
回

令
和
４
年
1
0
月
2
6
日
（
水
）

（
議
題
）
模
擬
住
民
投
票
の
実
施
に
つ
い
て

模
擬
住
民
投
票
の
投
票
シ
ス
テ
ム
構
成
及
び
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て

シ
ス
テ
ム
確
認
（
監
査
）
の
概
要
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

検
証
項
目
の
設
定

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

（
令
和
４
年
1
1
月
8
日
～
1
1
月
1
4
日

模
擬
住
民
投
票
の
実
施
）



ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
（
有
識
者
会
議
）

第
４
回

令
和
４
年
1
2
月
1
2
日
（
月
）
1
7
:1
5
～
1
8
:3
0
開
催

（
議
題
）
模
擬
住
民
投
票
の
結
果
報
告

検
証
項
目
の
評
価
に
関
す
る
検
討

不
正
行
為
の
罰
則
規
定
に
関
す
る
検
討

有
識
者
会
議
の
報
告
書
に
関
す
る
検
討

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

第
５
回

令
和
５
年
１
月
3
0
日
（
月
）
1
0
:0
0
～
1
1
:3
0
開
催

（
議
題
）
障
害
者
の
投
票
環
境
に
関
す
る
追
加
検
証
に
つ
い
て

住
民
向
け
意
識
調
査
の
結
果
概
要
に
つ
い
て

不
正
行
為
の
罰
則
規
定
に
関
す
る
検
討

有
識
者
会
議
の
報
告
書
に
関
す
る
検
討

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

（
令
和
４
年
２
月
1
4
日

障
害
者
向
け
投
票
環
境
の
追
加
検
証
）

2
月
の
追
加
検
証
の
結
果
も
回
議
に
て
ご
確
認
い
た
だ
き
、
報
告
書
に
含
め
る
予
定
で
す
。
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